
反社会的勢力排除に関する基本方針 

 

株式会社エルティホールディング（以下「当社」）社会の秩序や安全に脅威を与える反社会

的勢力との関係を一切遮断し、企業としての社会的責任を果たすため、以下のとおり基本方

針を定めます。 

 

1. 組織としての対応 

反社会的勢力による不当要求等に対しては、担当者個人に任せることなく、組織として対応

します。 

2. 外部専門機関との連携 

警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と緊密に連携し、適切に対応し

ます。 

3. 取引を含む一切の関係遮断 

反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を持ちません。取引開始後に関与が判明した

場合は、速やかに関係解消に向けた措置を講じます。 

4. 不当要求の拒絶と法的対応 

反社会的勢力による不当要求には応じず、毅然とした態度で拒絶します。必要に応じて民事・

刑事の法的手段を含む対応を行います。 

5. 資金提供・便宜供与の禁止 

反社会的勢力に対する資金提供、便宜供与その他これらに準ずる行為を一切行いません。 

6. 体制整備 

当社は、反社会的勢力排除の実効性を高めるため、取引先確認、契約条項の整備、社内教育

等、必要な体制整備に努めます。 

 

以上 
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